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臓器提供手続に係る質疑応答集
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答 質問の点については、今後、臓器移植の普及や脳死・臓器移植についての国民

全体の理解の状況を見極めつつ、臓器提供施設の在り方の中で検討される必要

があると考えている。

問７ 虐待防止委員会等が設置されていない医療機関では、今後、児童（１８歳未満

の者）からの臓器提供はできないのか。

答 改正法の附則第５項では、脳死・心臓死の区別にかかわらず、虐待を受けた児

童が死亡した場合には、当該児童から臓器が提供されることのないよう必要な

措置を講ずることとされている。このため、ガイドラインにおいて、児童から

の臓器提供を行う施設に必要な体制として、虐待防止委員会等の虐待を受けた

児童への対応のために必要な院内体制が整備されていることなどを定めている。

したがって、虐待防止委員会等の院内体制が整備されていない医療機関は、児

童からの臓器提供はできない。
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４ 虐待が行われた疑いの有無の確認

（１）対象

問１ 児童とは何歳未満のことを指すのか。

答 児童福祉法や児童虐待の防止等に関する法律と同じく１８歳未満の者を指す。

問２ 明らかな病死など、虐待と死亡との因果関係がない場合又は明確でない場合

も、虐待が行われた疑いがある児童については臓器提供できないのか。

答 改正法の附則第５項では、虐待を受けた児童が死亡した場合には、当該児童か

ら臓器が提供されることのないようにすることを求めており、虐待が行われた

疑いがある児童については、虐待と死亡との因果関係を問わず、臓器摘出はで

きない。

問３ 子どもをドナーとする心停止下の腎提供や角膜提供はこれまでも行われてき

たが、今後は心停止下提供の場合も虐待の疑いの有無を確認することが必要と

なるのか。

答 改正法の附則第５項は、脳死・心臓死の区別にかかわらず、虐待を受けた児童

が死亡した場合には、当該児童から臓器が提供されることのないようにするこ

とを求めており、児童の場合、心停止下提供であってもガイドライン第５に示

した対応が必要である。

（２）児童からの臓器提供を行う施設に必要な体制

問４ 虐待防止委員会等とはどのような組織を指すのか。また、外部の委員が入るこ

とは可能か。

答 名称は問わないが、患者である児童について虐待が行われた疑いの有無につい

て確認するなど虐待を受けた児童への対応を行うための組織を指しており、知

見を有する外部の委員が入ることは差し支えない。

問５ 虐待防止委員会等は倫理委員会とは異なる組織なのか。

答 虐待防止委員会等は、患者である児童について虐待が行われた疑いの有無を確

認するなど虐待を受けた児童への対応を行うことを目的とした組織である必要

があり、倫理委員会の役割とは異なることが多いと考えられるが、このような
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機能を果たす組織であれば、より広範囲の目的を持つことや名称の如何は問わ

ない。

問６ 現在、院内に大人も対象とした虐待防止委員会がある場合も、新たに臓器提供

に関する部門を設ける必要があるのか。

答 既に虐待対応のための院内体制が整えられており、児童に対して、ガイドライ

ンに即した対応ができるのであれば、臓器提供のために新たな体制を求めるも

のではない。

（３）虐待が行われた疑いの有無の確認

問７ 「虐待が行われた疑いの有無」とは具体的にどのような意味か。虐待が行われ

なかったことが証明されなければ、臓器提供は認められないのか。

答 １．虐待が行われた疑いの有無を判断する一律の基準を示すことは困難であるが、

一般的には、虐待の徴候の確認を行い、その他の情報も併せ検討した結果、虐

待が行われた疑いが否定できない場合には、「疑いがある」と判断するのが妥

当である。

２．したがって、虐待の徴候が認められず、必要な院内体制の下で所定の手続を

経た場合においては、「虐待が行われた疑いはない」と判断して差し支えない。

問８ 提供施設が虐待の有無を最終的に判断することになるのか。

答 提供施設においては、虐待の有無について最終的に判断することを求められる

ものではなく、虐待の“疑い”の有無について施設として判断していただき、

児童相談所への通告等必要な対応をとっていただくこととなる。

問９ 虐待の疑いの有無の判断に迷うような場合にどこに相談すればよいか。

答 チェックリスト等を用いることにより、医療機関において御判断頂きたい。ま

た、臓器提供の場合に限らず、児童虐待を防止する観点から、日頃より地域の

関係機関との連携を図ることも有益であると考える。

問１０ 虐待の有無の確認に当たっては、児童相談所や警察などに対して、虐待が疑

われたことがないかどうかを確認する必要があるのではないか。
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答 １．ガイドライン第５の２（１）にあるとおり、診療の過程において虐待の徴候

が確認された場合には、虐待対応のための院内体制の下で虐待が行われた疑い

があるかどうかを確認することとしており、外部の機関への照会を行うことま

で求めているものではない。

２．しかしながら、関係機関との情報交換等により情報が得られた場合、これを

併せて判断を行うことを妨げるものではない。厚生労働省からは各都道府県等

に対して、医療機関と児童相談所等の連携体制の整備に取り組むよう要請して

いるところである。

３．なお、警察においては、死亡した児童について虐待が行われた疑いが生じ、

司法解剖を行うなど捜査の必要性が判断されたときには、医師に対して、当該

児童から臓器摘出ができない旨の連絡が行われることとされている。

問１１ 警察への連絡は、どの時期に、どのような意味合いで行うものなのか。

答 臓器の提供に至る可能性があるか否かにかかわらず、診療の中で犯罪行為の疑

いを発見した場合には、ただちに警察への連絡が行われるのが通常であり、患

者である児童について虐待が行われた疑いがあると判断された場合も同様であ

る。

問１２ 警察の捜査で虐待が疑われた場合、病院への連絡は行われるのか。

答 臓器移植法第７条の規定により、必要がある場合には、臓器摘出に先立って検

視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるが、死亡した児童について虐待が

行われた疑いが生じ、司法解剖を行うなど捜査の必要性が判断されたときには、

医師に対して、当該児童から臓器摘出ができない旨の連絡が行われることとさ

れている。

問１３ 警察の捜査が終了し、虐待と断定されていない段階では、臓器摘出は可能か。

答 いったん施設として虐待が行われた疑いがあると判断した以上、完全にその疑

いが否定されるような特別な事情がない限り、臓器摘出はできない。

問１４ ガイドライン第５の２（３）の「医学的理由により当該児童について虐待が

行われたとの疑いが否定された場合」とは、具体的にどのような場合か。

答 例えば、身体にアザがあることから虐待を疑ったものの、検査等により、それ

が体質によるものであることが判明した場合などを想定している。
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問１５ 医学的理由により虐待が行われたとの疑いが否定された場合についても「当

該児童への虐待対応の継続の要否について検討すること」とはどういう意味か。

答 児童相談所や警察署へ通告・通報を行った場合には、それぞれの機関において

調査・捜査が行われていると考えられることから、虐待が行われた疑いが医学

的な面では否定された場合でも、独自の判断で虐待対応を終了することなく、

他の機関と情報を共有した上で判断することが求められる。

（４）臓器提供を行う場合の対応

問１６ 通常の診療過程において虐待対応を行っている場合であっても、児童からの

臓器提供を考慮するときは、それに加えて別途ガイドラインに定められた虐待

対応を行う必要があるのか。

答 １．児童虐待については、元来、早期発見に努めるとともに、発見した場合には

児童相談所等に通告するなどの必要な対応が求められるものである（※）。

２．したがって、虐待対応は常に適切に行われるべきものであって、臓器提供に

至る可能性があるか否かにより、その内容が異なるものではないと考えている。

３．その前提に立った上で、ガイドラインの第５の３（２）では、児童からの臓

器摘出を行う場合には、適切な虐待対応の手続を経ていることを倫理委員会等

において確認し、摘出の可否を判断することとなっている点に留意していただ

きたい。

（※）児童虐待の防止等に関する法律（抜粋）

（児童虐待の早期発見等）

第５条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団

体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他

児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にある

ことを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。

２・３ （略）

（児童虐待に係る通告）

第６条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これ

を市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委

員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に

通告しなければならない。

２・３ （略）
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問１７ 明らかに交通事故や病気により死亡したような場合であっても、臓器提供を

考慮する場合は、すべての事例について虐待防止委員会及び倫理委員会の判断

を受ける必要があるのか。

答 １．すべての事例について虐待防止委員会等の開催を求めるものではないが、診

療の過程において虐待を疑う所見が見られなかった場合であっても、虐待が行

われた疑いの有無について主治医等だけで判断することなく、家族に臓器提供

の機会があることを伝える前には、専門的知見を持った虐待防止委員会の委員

等と診療経過等について情報共有し、必要に応じて助言を得ることとしている。

２．一方、児童からの臓器の摘出に当たっては、必ず、院内の倫理委員会等にお

いて、虐待が行われた疑いの有無の確認等必要な手続を経ていることを確認し、

摘出の可否を判断していただくこととなる。

問１８ ガイドライン第５の３（２）にいう倫理委員会等とはどのような組織を想定

しているのか。脳死判定委員会という名称でドナーの適格性等を判断している

委員会があるが、この委員会でも問題ないか。

答 倫理委員会等の名称、構成、員数等について特段の要件はないが、児童からの

臓器摘出の可否について施設としての意思決定を行う際の審査機関として位置

づけられており、虐待が行われた疑いの有無の確認等必要な手続を経ているこ

とについて確認することができることが必要である。


